
【平成 12 年 6 月 1 日付け 12 構改 B 第 404 号農林水産省事務次官通知 ３ 法第３条第２

項第１号(4)】※該当部分は下線部 

 

一般に、耕作又は養畜の事業を行う者が所有権以外の権原に基づいてその事業に供して

いる農地等につき当該事業を行う者又はその世帯員等以外の者が所有権を取得しようとす

る場合には、当該農地等は所有権を取得しようとする者及びその世帯員等の法第３条第２

項第１号の「耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地」に該当する。この場合に

おいて、当該農地等で耕作又は養畜の事業を行う者が第三者に対抗することができる権利

に基づいてその事業を行っているときであっても、許可の申請の時における所有権を取得

しようとする者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作

業に従事する者の数等からみて、①及び②に該当する場合には、不許可の例外となる。 

① 許可の申請の際現にその者又はその世帯員等が耕作又は養畜の事業に供すべき農地

等の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。 

② その土地についての所有権以外の権原の存続期間の満了その他の事由によりその者

又はその世帯員等がその土地を自らの耕作又は養畜の事業に供することが可能となる時期

が明らかであり、可能となった場合において、これらの者が、耕作又は養畜の事業に供すべ

き農地等の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。 

 

①及び②の判断については、「許可の申請の時における所有権を取得しようとする者又は 

その世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数

等」には、今後確保する見込みの機械、労働力等は含まれず、許可の申請の時に現に所有し

ているもので判断する。 

また、②について判断する際には、所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う

者に対し、当該農地等での耕作又は養畜の事業の継続の意向を確認するものとする。 

なお、その際、その農地等の所有権を取得しようとする者又はその世帯員等が自らの耕作又

は養畜の事業に供することが可能となる時期が、許可の申請の時から１年以上先である場 

合には、所有権の取得を認めないことが適当である。 

ただし、農地所有適格法人に使用及び収益を目的とする権利が設定されている農地等につ

いて、当該法人の構成員にその所有権を移転しようとする場合にあっては、当該法人が引き

続き当該農地等の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められるときに

限り、当該構成員が自らの耕作又は養畜の事業に供することが可能となる時期に関わらず、

所有権の取得を認めることができるものとする。 


